
役場からのお知らせ
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有
料
広
告

令和元年（12月支払分）
区　分 件　数 支出額（円）
祝　儀 0 0
会費等 2 12,050

賛助・協賛等 0 0
賞品・記念品等 0 0

慶　弔 1 16,500
合　計 3 28,550

町長交際費の公表

材料（４人分） 
大根の皮 …… 160ｇ
人参 ………… １/２本
塩昆布 ……… 大さじ1
みりん ……… 大さじ１/２
いりごま …… 大さじ1
ごま油 ……… 大さじ1

大根の皮と人参の塩昆布炒め
１人分：エネルギー 82kcal　食塩相当量 0.5ｇ

上峰町食生活改善推進協議会

作り方 
❶ 大根の皮と人参をせん切りにする。

❷ フライパンにごま油を熱し、❶をしんなりするま
で炒める。

❸ 塩昆布、みりんをくわえて炒め、汁けがなくなっ
たらいりごまを加えて出来上がり。

いつもは捨てている
大根の皮にも、ビタ
ミンＣが豊富に含ま
れています！！

販
売
場
所

・�

市
町
役
場
統
計
担
当
窓
口

・�
行
政
の
窓
口
（
佐
賀
県
庁
新
館
１

階
）

・�
県
内
各
書
店

（ 

一
部
取
り
扱
っ
て
い
な
い
書
店

も
あ
り
ま
す
）

・�

県
内
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
各
店

・�

県
内
ロ
ー
ソ
ン
各
店

・�

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
佐
賀
県
庁
店

・�

佐
賀
県
統
計
協
会
（
佐
賀
県
統
計

分
析
課
内
）

　

※ 

県
外
で
は
ロ
フ
ト
で
も
取
り

扱
っ
て
い
ま
す

問
い
合
わ
せ

　

上
峰
町
役
場　

　

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
室

　

広
報
企
画
係
（
庁
舎
２
階
）
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佐
賀
県
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計
分
析
課
内
）

　

佐
賀
県
統
計
協
会

　

☎
３７

−

７
０
３
６

２０２０年版さが県民手帳  発売中

（サイズ）
９0㎜×15７㎜

７00円

◀
ピ
ン
ク

◀
ア
イ
ス
グ
レ
ー

◀
ネ
イ
ビ
ー
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役場からのお知らせ

子どもの
相談・サークル
育児相談（予約制）

～毎月１回、育児相談を行っています～
　日　程　２月３日（月）
　　　　　３月２日（月）
　時　間　１０時～１１時３０分
　場　所　役場１階　健康相談室
　内　容
　　身体測定、離乳食や子どもさんの
　　栄養相談、育児の悩みなど
　※ 希望される方は、事前に健康福祉課

（保健師）にご連絡ください。

育児サークル子育てらんど
　日　程
　　２月６日（木）、１３日（木）、２０日（木）、
　　　　２７日（木）
　　３月５日（木）、１２日（木）、１９日（木）
　時　間　受付：１０時～１０時３０分
　　　　　開始：１０時３０分 
　場　所　おたっしゃ館
　対　象　 就園前の子どもさん
　内　容　 歌遊び、季節の行事など
　※ 予約は不要です。入館料は無料です。

子どもの
健診・相談 場所

町民センター

２・３月の健康づくり 健康福祉課　健康増進係（担当：松永、廣瀬）　☎５２−７４１３

健診・相談項目 対象者 健診日 受付時間

２か月児相談 実施月に
２か月になる児

２月２６日（水）

９時３０分

～

１０時

Ｒ元年１２月生

３月２５日（水）

Ｒ２年１月生

乳児健診

実施月に
４か月になる児

２月２６日（水）

１３時

～

１３時３０分

Ｒ元年１０月生

３月２５日（水）

Ｒ元年１１月生

実施月に
１０か月になる児

２月２６日（水）

Ｈ３１年４月生

３月２５日（水）

Ｒ元年５月生

１歳６か月児
健診

１歳６か月～
１歳８か月

２月１２日（水） １３時～
１３時３０分Ｈ３０年６月生、７月生

２歳児相談 ２歳６か月～
２歳８か月

２月７日（金） ９時３０分～
１０時Ｈ２９年６月生、７月生

３歳児健診 ３歳７か月～
３歳９か月

３月５日（木） １３時～
１３時３０分Ｈ２８年６月生、７月生

4０歳以上の国保の方　特定健診（個別健診）のご案内
健康福祉課��健康増進係（担当：松永、廣瀬）　☎５２−７４１３

受診方法　県内の特定健診登録機関で受診できます。
　　　　　※ 医療機関の詳細は、健康福祉課へお問い合わせください。

受診期間　令和２年２月29日まで
持っていくもの
　□□国民健康保険証　　□□特定健康診査受診券　　□□健康診査受診票　　□□健診料　1,000円
　※ 受診票・受診券は４月に対象者に郵送しています。手元にない場合は健康福祉課へ問い合わせください。
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役場からのお知らせ

所得税及び市（町）県民税の申告に関するお知らせ
佐賀県後期高齢者医療広域連合�業務課�　　　　☎6４−8４７6
健康福祉課　保険年金係（担当：川原、鶴田）　☎５２−７４１３

①�医療費控除の明細書について

　「後期高齢者医療に係る医療費のお知らせ」（９～１２月診療分）を、２月２１日に送付いたします。このお

知らせは、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。医療機関等からの請

求書が遅れているなどの理由で記載されていない場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」

を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。

　また、「患者負担額」の欄には、自己負担相当額が記載されています。「支払った医療費の額」と実際

にご自身が負担された額が異なる場合はご自身で額を訂正して申告していただきますようお願いします。

※ 領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成した場合やご自身で額を訂正した場合は、領収書は確定申告期限
から５年間保存する必要があります。

②�医療費控除の補てんされる金額について

　医療費控除の申告手続では、「令和元年中（1月から１２月まで）に支払われた医療費等の総額」から「保

険金などで補てんされる金額」を差し引くこととされており、後期高齢者医療制度においては、「高額療養費」

及び「高額介護合算療養費」の対象となられた場合の支給額が「補てんされる金額」となります。

　令和元年分の申告で医療費控除を予定され、令和元年中に「高額療養費」及び「高額介護合算療養費」

の支給を受けられた方は、後期高齢者医療制度担当窓口へお問い合わせください。

○ 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で２００万円)です。

（注） 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引
ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

③�社会保険料控除用の「納付済額（通知書）」について

　令和元年中（1月から１２月まで）に納付された後期高齢者医療保険料が、申告における社会保険料控除

の対象となります。

　令和元年分の申告で社会保険料控除を予定されている方で、納付額が不明な方は、後期高齢者医療制度

担当窓口へお問い合わせください。

※ なお、医療費控除の申告に関することは、鳥栖税務署（☎０９4２－８２－２１８５）にお問い合わせください。

令和元年中に
支払った医療
費の総額

医療費控除額
（最高２００万円）

「１０万円」または「総所得
金額等の合計額の5％」の
いずれか少ない方の金額

保険金などで
補てんされる
金額

後期高齢者医療制度では
「高額療養費」、「高額介護合算療養費」が対象となります

− − ＝
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役場からのお知らせ

【�

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
か
ら
の
お
知
ら
せ
】

　

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
は
、
現
在
服
用
さ
れ
て
い

る
お
薬
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

（
後
発
医
薬
品
）
に
切
り
替
え
ら

れ
た
場
合
に
、
お
薬
代
の
自
己
負

担
額
を
ど
の
く
ら
い
軽
減
で
き
る

か
試
算
し
た
差
額
通
知
ハ
ガ
キ
を

「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関
す

る
お
知
ら
せ
」
と
し
て
送
付
し
て

い
ま
す
。

○
通
知
の
対
象
と
な
る
方

　

令
和
元
年
１０
月
に
処
方
さ
れ
た

先
発
医
薬
品
を
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医

薬
品
に
切
り
替
え
た
場
合
に
、
１

か
月
あ
た
り
の
自
己
負
担
額
の
軽

減
が
一
定
額
以
上
見
込
ま
れ
る
方

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※ 

必
ず
し
も
全
員
の
方
に
届
く
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
通
知
の
記
載
内
容
に
つ
い
て

１ 

．
お
薬
に
か
か
っ
た
金
額
の
み

表
示
し
て
い
ま
す
。

　

 　

実
際
の
窓
口
で
の
お
支
払
い

に
は
、
技
術
料
・
管
理
料
等
の

別
費
用
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

２ 

．
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切

り
替
え
る
と
お
薬
代
が
安
く
な

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
お
伝

え
す
る
も
の
で
、
切
り
替
え
を

強
制
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

○
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
？

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
、

先
発
医
薬
品
（
新
薬
）
の
特
許
が

切
れ
た
後
に
製
造
・
販
売
さ
れ
た

医
薬
品
で
す
。

　

国
の
厳
し
い
審
査
基
準
を
満
た

し
、
先
発
医
薬
品
と
同
等
の
有
効

成
分
・
効
能
・
効
果
を
も
つ
医
薬

品
で
す
が
、
ま
っ
た
く
同
一
と
い

う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
希
望

さ
れ
る
場
合
は
、
か
か
り
つ
け
の

医
師
・
薬
剤
師
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

○�

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用

の
メ
リ
ッ
ト
は
？

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
医

療
の
質
を
落
と
さ
ず
に
個
人
の
負

担
を
軽
く
す
る
こ
と
が
で
き
、
家

計
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
ま
た
、

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用

は
、
一
人
ひ
と
り
の
保
険
料
の
負

担
軽
減
と
優
れ
た
医
療
保
険
制
度

を
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

○�

通
知
ハ
ガ
キ
に
関
す
る
お
問
い

合
わ
せ
窓
口

　

通
知
ハ
ガ
キ
に
関
す
る
お
問
い

合
わ
せ
専
用
窓
口
「
国
民
健
康
保

険
中
央
会
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」
を

設
け
て
い
ま
す
。
通
知
ハ
ガ
キ
裏

面
に
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
を
記
載
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

ジェネリック医薬品に関するお知らせ
佐賀県後期高齢者医療広域連合��業務課��企画・保健係　☎6４−8４７6

　

高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
と

は
、
医
療
と
介
護
の
両
方
の
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の
負

担
を
軽
減
す
る
も
の
で
、１
年
間

（
毎
年
８
月
～
７
月
）に
支
払
っ
た

医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負

担
額
を
合
計
し
、
基
準
額
を
超
え

た
場
合
に
、
そ
の
超
え
た
金
額
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

支
給
対
象
者
と
な
る
方
に
は
２

月
以
降
に
お
知
ら
せ
を
す
る
予
定

で
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
に
は
お
知
ら
せ
が
届
か

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・ 

期
間
内
に
転
入
及
び
転
出
さ
れ

た
方

・ 

他
の
医
療
保
険
か
ら
国
民
健
康

保
険
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
移
ら
れ
た
方

・ 

資
格
を
喪
失
さ
れ
た
方
（
亡
く

な
ら
れ
た
方
や
生
活
保
護
を
受

け
始
め
た
方
）

国民健康保険・後期高齢者医療制度（高額介護合算療養費制度）のお知らせ
健康福祉課��保険年金係（担当：川原、鶴田）　☎５２−７４１３
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役場からのお知らせ

第4回全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の
全国一斉情報伝達訓練の実施について

　

日
頃
よ
り
、
当
町
の
防
災
行

政
に
御
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し

て
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

標
題
の
と
お
り
、
当
町
は
２
月

１９
日
（
水
）
に
下
記
の
と
お
り

訓
練
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

　

当
日
は
、
防
災
行
政
無
線
か

ら
訓
練
報
が
放
送
さ
れ
ま
す
の

で
、
御
理
解
と
御
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

１
．
訓
練
日
時

　

２
月
１９
日
（
水
）

　

午
前
１１
時
頃

２
．
放
送
内
容

　
「
上
り
４
音
チ
ャ
イ
ム

　

こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の

　

テ
ス
ト
で
す
。（
×
３
回
）

　

こ
ち
ら
は
、
防
災
上
峰
町

　

役
場
で
す
。

　

下
り
４
音
チ
ャ
イ
ム
」

総務課（担当：片山）　☎５２−２１8１

中学校の行事
６日（木）　県立特別選抜試験

１６日（日）～２０日（木）　部活動中止

１９日（水）～２１日（金）

 学年末テスト(１、２年)

１９日（水）～２０日（木）　

 総合Ⅱテスト(３年)

２月の
小・中学校行事

小学校の行事
３日（月）～７日（金）　校内縄跳び大会週間

２２日（土） 土曜開校日、６年生を送る会、

 ３時間授業（給食なし）

 学級懇談会、中学校制服受取（６年）

２７日（木） サガン鳥栖サッカースクール（６年）

２８日（金） 新１年生小学校体験入学

要保護・準要保護児童生徒
就学援助認定申請のご案内

　

上
峰
町
に
住
所
を
有
し
、
上

峰
町
立
の
小
・
中
学
校
に
在
学

す
る
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
を

対
象
と
し
た
就
学
援
助
（
学
用

品
費
、
修
学
旅
行
費
、
学
校
給

食
費
等
）
制
度
で
す
。

１　

申
請
方
法

　

教
育
委
員
会
事
務
局
（
町
民

セ
ン
タ
ー
内
）
に
あ
る
申
請
様

式
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
関

係
書
類
を
添
え
て
教
育
委
員
会

事
務
局
に
提
出
す
る
。

２　

認
定
方
法

　

世
帯
全
員
の
所
得
（
家
庭
の

経
済
状
況
）
、
家
庭
の
諸
事
情

等
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
教

育
委
員
会
に
て
認
定
す
る
。

３　

申
請
期
限

　

令
和
２
年
３
月
６
日
（
金
）

教育課��学校教育係（担当：松永）　☎５２−３908

第２０回三養基郡スポーツ
レクリエーション祭　出場者募集！
上峰町教育委員会��生涯スポーツ係　☎５２−３8３３

開 催 日　令和２年２月23日（日）
競技開始　９時30分～
参加資格　三養基郡内に居住する18歳以上の者
種　　目　○ アジャタ(４チーム以内。チームは

選手６名・補欠２名、性別は問わ
ない。)

　　　　　○ グラウンドゴルフ(24名以内。性別
は問わない。)

　　　　　○ ソフトバレーボール(６チーム以
内。１チームは男女混合（女性２
名以上）または女性のみの構成と
し、選手４名・補欠２名の６名以
内とする。(チーム代表者と相互審
判員２名を含む）。

申込期限　令和２年２月３日（月）
　　　　　※定数に達し次第終了します。
　参加申込書は、町民センター内教育委員会事
務所にあります。 印鑑を持参のうえ、お越しく
ださい。
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役場からのお知らせ

第６９期  王将戦開催
（一社）起立工商協会　☎５５−8７７７
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役場からのお知らせ公民館からのお知らせ

宝くじ  まちの音楽会  南こうせつwithウー・ファン  心のうたコンサート
上峰町公民館　☎５２−３8３３
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